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１．第１８６回福島県都市計画審議会に付議された案件の報告 
 
 

    第１８６回福島県都市計画審議会に付議された案件は次のとおりです。 

 
 

議案番号 
 

 
議   案   名 

 

 
告示（許可）年月日 

 
告示番号 

議案第２０２４号 会津都市計画道路の変更について 
 

令和２年１１月１０日 
 

福島県告示第７４０号 

 

議案第２０２５号 二本松本宮都市計画道路の変更について 
 

令和２年１１月１３日 
 

福島県告示第７５０号 
 

議案第２０２６号 
特殊建築物の敷地の位置について（須賀川市） 

（建築基準法第 51条ただし書きによる許可） 

 
令和２年１０月２９日 

 
－ 

 

                                           

令和３年１月２７日 

 

                                            福島県都市計画審議会長 
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２．議案 
 

    第１８７回福島県都市計画審議会に次の議案を提出する。 

 

議案番号 議   案   名 決定区分(関係市町村) 備   考 

議案第２０２７号 県中都市計画道路の変更について 
福島県 

（鏡石町） 

都市計画法第 21条第 2項で準用する同

法第 18条第 1項の規定に基づく議案 
議案第２０２８号 県南都市計画道路の変更について 

福島県 

（矢吹町） 

議案第２０２９号 相馬地方都市計画道路の変更について 
福島県 

（新地町） 

議案第２０３０号 
特殊建築物の敷地の位置について 

（建築基準法第 51条ただし書きによる許可） 

－ 

（喜多方市） 
建築基準法第 51条の規定に基づく議案 

 
 
      令和３年１月２７日 

                                            福島県都市計画審議会長
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議案第２０２７号 
 

県中都市計画道路の変更について 

 

都市計画道路中３・３・１号国道４号線を次のように変更する。 
 

黒字：変更前 
赤字：変更後（変更箇所のみ表示） 
 

３・３・１号 国道４号線 

「区域は計画図表示のとおり」 

 

種 

別 

名  称 位  置 区域 構  造 

備考 
番号 路線名 起点 終点 

主 な 

経過地 
延長 

構造 

形式 

車線 

の数 
幅員 

地表式の区

間における

鉄道等との

交差の構造 

幹 

線 

街 

路 

    

3・3・1 国道 4号線 

岩瀬郡 

鏡石町 

久来石  須賀川市 

 滑川字   

 十貫内 

須賀川市

大黒町 

約 12,840ｍ 

地表式 4車線 

22ｍ 

東北新幹線

と立体交差

1箇所。 

幹線街路と

立体交差 3

箇所。 

幹線街路と

平面交差 18

箇所。 

 

約 14,640ｍ 
22ｍ～ 

30ｍ 

岩瀬郡 

鏡石町 

久来石南 
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理 由 
3･3･1号 国道 4号線 

本路線は、東京から青森を結ぶ国道4号の一部区間の幹線街路であり、鏡石町市街地の西側を縦貫する路線として昭和34年に都市

計画決定されています。 

今般、旅行速度の低下や事故の発生など交通課題が大きいことから、起点側の鏡石町久来石から鏡石町久来石南までの区間を新

たに4車線に拡幅するため起点の位置を変更し、また、一部区間の歩道の変更幅が確定したため、あわせて幅員を変更するもので

す。 

 

 

【 参 考 】 

１ 公聴会開催状況 

  開 催 日  令和２年１０月２７日 

  公 述 人  なし 

 

２ 都市計画の案の縦覧及び意見書の提出状況 

  縦覧期間       令和２年１１月２７日～令和２年１２月１１日 

  意見書の提出状況   意見書の提出なし 

 
３ 市町村の意見  

市町村名 意見 

鏡石町 なし 
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議案第２０２８号 
県南都市計画道路の変更について 

 

都市計画道路中３･６･３０１号矢吹停車場線を３･５･３０１号矢吹停車場線に、３・６・３０２号国道４号線を３・３・３０２号国
道４号線に、３・６・３０３号矢吹棚倉線を３・３・３０３号矢吹棚倉線に名称を改め、３・５・３０１号矢吹停車場線ほか２路線
を次のように変更する。 

黒字：変更前 
赤字：変更後（変更箇所のみ表示） 

「区域は計画図表示のとおり」 

種 

別 

名  称 位  置 区域 構  造 

備考 
番号 路線名 起点 終点 

主 な 
経過地 

延長 
構造 
形式 

車線 
の数 

幅員 
地表式の区間に

おける鉄道等と

の交差の構造 

幹
線
街
路 

       

3･6･301 

矢吹停車場線 
西白河郡 

矢吹町中町 

西白河郡 

矢吹町大町 西白河郡 

矢吹町本町 
約 360m 地表式 2車線 

11ｍ 

  

3･5･301 
西白河郡 

矢吹町中町 
11ｍ～12ｍ 

3･6･302 

国道 4号線 

西白河郡 

矢吹町新町 西白河郡 

矢吹町北町 

西白河郡 

矢吹町大町 

約 2,000m 

地表式 

2車線 11ｍ 

  

3･3･302 
西白河郡 

矢吹町北浦 
約 3,230m 4車線 26ｍ 

3･6･303 

矢吹棚倉線 
西白河郡 

矢吹町新町 

西白河郡 

矢吹町 

八幡町 

西白河郡 

矢吹町 

新町、 

八幡町 

約 1,040m 地表式 

2車線 

11ｍ 
JR東北本線と

立体交差 
 

3･3･303 約 1,680m  
14ｍ～ 

26ｍ 
－ 

構造形式の内訳 

西白河郡 

矢吹町新町 

西白河郡 

矢吹町八幡町 
 約 610m 嵩上式 2車線 26ｍ   

   約 1,070m 地表式 2車線 14ｍ   
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理 由 

3･5･301号 矢吹停車場線 

本路線は、矢吹駅西口から国道4号を結ぶ幹線街路であり、昭和33年に都市計画決定されています。 

今般、都市計画道路3･3･302号 国道4号線の都市計画変更に伴い、終点の位置、線形、幅員及び番号を変更するものです。 

 

3･3･302号 国道4号線 

本路線は、東京から青森を結ぶ国道4号の一部区間の幹線街路であり、矢吹町市街地の西側を縦貫する路線として昭和33年に都市計

画決定されています。 

今般、旅行速度の低下や事故の発生など交通課題が大きいことから、起点側の矢吹町新町から矢吹町北浦まで及び終点側の矢吹町

北町内の区間をそれぞれ延長し、あわせて本路線の全区間を４車線に拡幅するため、起終点の位置、線形、幅員及び番号を変更する

ものです。 

 

3･3･303 矢吹棚倉線 

本路線は、矢吹町と棚倉町を結ぶ幹線街路であり、当該区間は、国道4号を起点としJR 東北本線を踏切で横断し矢吹町市街地の南

東地域を横断する幹線街路として昭和33年に都市計画決定されています。 

今般、平成18年度より進めている⾧期未着手都市計画道路の見直しにより、すでに北側に近接・並行する路線として整備が完了し

ている主要地方道棚倉矢吹線が本路線の代替機能を有していることから、街路機能を振替え、起終点の位置、線形、幅員及び番号を

変更するものです。 
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【 参 考 】 

１ 公聴会開催状況 

  開 催 日  令和２年１０月２７日 

  公 述 人  なし 

 

２ 都市計画の案の縦覧及び意見書の提出状況 

  縦覧期間       令和２年１１月２７日～令和２年１２月１１日 

  意見書の提出状況   意見書の提出７件 

 
３ 市町村の意見  

市町村名 意見 

白河市 なし 

西郷村 なし 

泉崎村 なし 

中島村 なし 

矢吹町 なし 

棚倉町 なし 

塙町 なし 
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議案第２０２９号 

相馬地方都市計画道路の変更について 

 

都市計画道路中３・６・１２０号浜畑磯山線及び３・６・１２１号樋掛田浜田線を次のように変更する。 
 

黒字：変更前 
                                       赤字：変更後（変更箇所を表示） 

「区域は計画図表示のとおり」 

種 

別 

名  称 位  置 区域 構  造 

備考 
番号 路線名 起点 終点 

主 な 
経過地 

延長 
構造 
形式 

車線 
の数 

幅員 
地表式の区間にお
ける鉄道等との交
差の構造 

幹
線
街
路 

       

3・6・120 浜畑磯山線 

相馬郡 
新地町 

 今泉 
字浜畑 

相馬郡 
新地町 
大字埓木崎 
字磯山 

 相馬郡 
 新地町 
 小川 
 字浜田 

約 5,340ｍ  2車線 10ｍ   

 
 
 
 
構造形式の内訳 

相馬郡 
新地町 
大戸浜字 
南中磯塩入 

相馬郡 
新地町 
大戸浜 
字小沢北 

 

約 1,300ｍ 嵩上式  10ｍ 

  

相馬郡 
新地町 
大戸浜 
字前田上 

相馬郡 
新地町 
大字埓木崎 
字磯山 

 

約 3,440ｍ 嵩上式  8～10ｍ 

  

   

約 600ｍ 地表式  10ｍ 

  

3・6・121 
樋掛田浜田
線 

相馬郡 
新地町 
谷地小屋字
樋掛田 

相馬郡 
新地町 
小川 
字浜田 

 

約 790ｍ 嵩上式 2車線 10ｍ 
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理 由 

 3･6･120号 浜畑磯山線 

本路線は、平成２３年に発生した東日本大震災により、大きな被害を受けた新地駅周辺地区の幹線街路であり、地区の復興を支

援する都市施設として平成２５年に都市計画決定され、復興整備計画に位置付けられています。 

今般、隣接する道路の管理者協議による管理区分の確定、防災集団移転事業の盛土計画との調整による必要な道路幅の確定及び

町の復興計画見直しに伴う周辺農地利用の方針により、一部道路計画を見直したことから、線形及び道路幅を変更するものです。 

 
3･6･121号 樋掛田浜田線 

本路線は、平成２３年に発生した東日本大震災により、大きな被害を受けた新地駅周辺地区の幹線街路であり、地区の復興を支

援する都市施設として平成２５年に都市計画決定され、復興整備計画に位置付けられています。 

今般、本路線と隣接する防災緑地計画との整合及び周辺の農地利用に配慮するため、一部道路計画を見直したことから、線形及

び道路幅を変更するものです。 

 

 

【 参 考 】 

１ 都市計画の案の縦覧及び意見書の提出状況 

  縦覧期間       令和２年１２月１１日～令和２年１２月２５日 

  意見書の提出状況   意見書の提出無し 
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議案第２０３０号 

 

特殊建築物の敷地の位置について 

（建築基準法第５１条ただし書きによる許可） 
 

 
建築基準法第５１条ただし書きの規定に基づき、次の特殊建築物の敷地の位置について、都市計画上の支障の有無を審議するもので

ある。 

名称 位置 面積 用途 備考 

（有）Miy

atsuリサ

イクル産

業廃棄物

処理施設 

福島県喜多方市岩月町宮津字沢ノ上７

１２２－１の一部、７１２２－２、７

１２２－３、７１２２－４、７１２２

－５の一部、７１２２－６、７１２２

－７、７１２２－８、７１２２－９、

７１２２－１０、７１２３－３の一

部、７１２３－９の一部、７１２３－

８の一部、７１２３－１１の一部及び

字西ノ山７１３２－１の一部、７１３

５の一部、７１３６の一部、７１３７

の一部、７１３８－２の一部、７１３

９－２の一部、７１３２－７の一部 

 

15,641.51㎡ 
産業廃棄物処理施設 

申請部分建築面積 952.00㎡ 

廃プラスチック類等の破砕施設 

廃プラスチック類 12.72t/日 

木くず 20.88t/日 

 

申請人 

喜多方市岩月町宮津字西ノ山 

７１３２－１ 

有限会社 Miyatsuリサイクル 

代表取締役 鈴木 一郎 
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当該施設は、産業廃棄物処理施設として廃プラスチック類等の破砕施設の処理能力（１日当たりの処理能力：廃プラスチック類では

12.72t/日、木くずでは 20.88t/日）が建築基準法第５１条ただし書の規定で定める規模（廃プラスチック類、木くずの破砕施設では、

１日当たりの処理能力が５t）を超えるため、許可を得ることが必要となる。 

 

【当該地の都市計画制限】 

 
 

 

  

都市計画の状況 状況 

区域区分 なし 

用途地域 無指定 



-12- 

 

○福島県都市計画審議会委員名簿 

福島県都市計画審議会委員 
                                                                                             令和３年１月２７日 

                                      幹事 土 木 部 長           猪 股 慶 藏 
                                                         土 木 部 技 監           安 田 博 道 
                                                            土 木 部 政 策 監           岡 崎 拓 哉                  
                                                    土木部次長(都市担当)           諏 江   勇 

 
議席番号  

 
部門名  

 
職      名  

 
氏  名  

 
備 考  

 
１ 

 
都 市 計 画 (学識) 

 
福 島 大 学 共 生 シ ス テ ム 理 工 学 類 准 教 授 

 
川 﨑 興 太 

 
（ 再 任 ） 

 
２ 

 
行 政 機 関  

 
東 北 運 輸 局 長                       

 
亀 山 秀 一 

東北運輸局福島運輸支局長 

代理 佐藤 聡 
 
３ 

 
建 築 (学識) 

 
建 築 士                       

 
鈴 木 深 雪 

 
（ 再 任 ） 

 
４ 

 
市町村長代表 

 
郡 山 市 長                       

 
品 川 萬 里 

郡山市都市整備部長 

代理 浜津 佳秀 
 
５ 

 
行 政 機 関  

 
東 北 経 済 産 業 局 長                       

 
渡 邉 政 嘉 

 
欠    席 

 
６ 

 
行 政 機 関  

 
福 島 県 警 察 本 部 長                       

 
和 田 薫 

福島県警察本部交通部交通規制課長 

代理 武藤 孝雄 
 
７ 

 
農 業 (学識) 

 
湯川村農業委員会農地利用最適化推進委員 

 
山 口 栄 子 

 
（ 新 任 ） 

 
８ 

 
法 律 (学識) 

 
弁 護 士 

 
川 端 茂 樹 

 
（ 新 任 ） 

 
９ 

 
行 政 機 関  

 
東 北 財 務 局 福 島 財 務 事 務 所 長                       

 
山 川 潤 一 

東北財務局福島財務事務所管財課長 

代理 西里 敦志 
 

１０ 
 
県議会議員  

 
福 島 県 議 会 議 員                       

 
佐 藤 政 隆 

 
 

 
１１ 

 
行政社会学  (学識) 

 
福 島 大 学 行 政 政 策 学 類 准 教 授 

 
西 田 奈 保 子 

 
（ 再 任 ） 

 
１２ 

 
市町村議会議長代表 

 
福 島 県 町 村 議 会 議 長 会 副 会 長 

 
割 貝 寿 一 

 
欠    席 

 
１３ 

 
行 政 機 関  

 
東 北 地 方 整 備 局 長                       

 
梅 野 修 一 

東北地方整備局郡山国道事務所長 

代理 武藤 徹 
 

１４ 
 
医 療 福 祉  (学識) 

 
日 本 大 学 文 理 学 部 教 授 

 
菊 池 真 弓 

 
欠    席  （ 再 任 ） 

 
１５ 

 
行 政 機 関  

 
東 北 農 政 局 長                        

 
内 田 幸 雄 

東北農政局農村振興部農村計画課長 

代理 吉田 勉 
 

１６ 
 
商 工 (学識) 

 
い わ き 商 工 会 議 所 女 性 会 会 長 

 
大 和 田 廣 子 

 
欠    席  （ 新 任 ） 

 
１７ 

 
県議会議員  

 
福 島 県 議 会 議 員                       

 
宮 本 し づ え 

 
 

 
１８ 

 
経 済 (学識) 

 
福 島 大 学 人 間 発 達 文 化 学 類 教 授 

 
初 澤 敏 生 

 
（ 再 任 ） 

 
１９ 

 
地域づくり  (学識) 

 
特 定 非 営 利 活 動 法 人 素 材 広 場 理 事 長 

 
横 田 純 子 

 
（ 再 任 ） 


